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大切な「非認知能力」を学校・家庭・地域で育てましょう 
鈴鹿市では、令和 6 年度から令和 9 年度の 4 年間における教育振興基本計画を

策定しました。その骨子は、以下のとおりです。  
 

〇めざす子どもの姿○  

人とつながり自ら豊かな未来を切り拓く鈴鹿の子ども  

〇基本理念〇  

誰もが輝きウェルビーイングが高まる鈴鹿の教育  

〇基本目標○  

・  Society5.0 で活躍する力を育むため、教育 DX を推進します。  

・  家庭や地域とともにある学校づくりを推進します。  

・  安全で安心できる学びの教育環境を整備します。  

〇施策の基本的方向○  

・  確かな学力を身に付け、グローバルな視点で主体的に未来を創る子どもの育成  

・  自己肯定感を高め、多様性を認め合う子どもの育成  

・  心身の健康を自ら育み、豊かな感性を身に付けた子どもの育成  

・  家庭・地域とともに子どもの成長を支える教育環境づくりの推進  

・  学校環境の整備・充実  
 

その具体的な取組の１つとして、「非認知能力」の育成を市内小中学校で進める

こととしました。「非認知能力」とは、偏差値や IQ など、数値で表せる「認知能力」で

はなく、テスト等では測れない、目に見えにくい力をいいます。  
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鈴鹿市では、非認知能力の中でも、以下の４つが特に大切だと考えています。  

 
「非認知能力」は、新しく特別な力ではあり

ません。昔は、日常生活の中で自然に培われ

た力ですが、社会の変化に伴い、自然に身に

付けることが難しくなってきています。このため、

「非認知能力」を高める教育が必要となって

きているのです。  

ただ、「非認知能力」は、これまでも学校や

学級、家庭、地域を含めた全ての教育活動の

中で、大切にされてきた力です。  

この力が、  

「とても価値のある力である」  

「教育によって伸ばすことができる」  

「身に付けると子どもの将来に役立つ」  

「大きくなってからでも伸ばせる」  

ということを学校、家庭、地域で改めて共有し、

ともに意識して子どもたちに声かけを行ってい

くことが大切だと考えています。  

「非認知能力」は、日常生活のあらゆる場

面で育まれます。「結果」ではなく、「結果」に

つながる過程で、どのような力が育まれ、活か

されたのかを子どもたちに教えて自覚させ、そ

れを自らの意思で使った（使おうとした）子ど

もたちの心をぜひ一緒に褒めていきましょう。  
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4 月１9 日授業参観・学級懇談会を実施しました  
新年度の始業式から２週目の金曜日に、授業参観を

実施しました。保護者の皆様におかれましては、学年は

じめの２週間、お子様が新しいクラスの子どもたちや担

任と、学校でどのように過ごしているだろうかと、心配も

あったことと存じます。お子様の授業の様子は、いかが

でしたでしょうか。私も校舎内を回らせてもらいましたが、

いつもよりちょっぴり緊張気味の子どもも見られました。

しかし、おうちの方に、学校で頑張っている様子を見てもらい、褒めてもらえることは、子

どもたちにとって、とても嬉しいことです。稲生小学校では、「開かれた学校」を目ざし、

一、ニ学期は 2 回ずつ、三学期は１回、授業参観を実施します。学校でのお子様の様子

を知っていただき、また、ご家庭での様子を教えていただいて、教育の前提となる「子ど

も理解」を保護者の皆様とともに進めていきたいと思います。お忙しい中とは存じますが、

ご都合がつきましたら、次回の授業参観もぜひご来校ください。  

そして、今回は、参観後に各クラスで学級懇談会も実施しました。コロナ禍でしばらく

できていませんでしたので、どのくらいの方に参加していただけるだろうかと心配してお

りましたが、各クラスたくさんの皆様にお残りいただけて、

とても嬉しく感じました。教育は、学校と家庭、地域が力

を合わせて行うものです。そのためには、互いの立場や

状況を理解し、感謝の気持ちをもつことが前提です。そ

の上で、何でも言い合って、子どもたちのために協力で

きる確かな信頼関係を、この一年でしっかりと築いてい

きたいと考えています。今後とも、ご意見・ご要望を担任

まで遠慮なくお伝えください。宜しくお願いいたします。  

 
 

4 月 26 日全校で遠足に行ってきました  
連休前の金曜日、全校で遠足を実施しました。好天に恵まれ、各学年がそれぞれの目

的地を目ざして、元気に出発していきました。子どもたちには、学年に応じた距離を歩い

てもらいましたが、その中で、４つの非認知能力「やりぬく力」「自制心」「自己肯定感」

「社会性」もしっかり育まれたと思います。各学年の目的地を回ったのですが、子どもた

ちは「疲れた。」と言いつつ、充実感のある笑顔を見せてくれました。  

新しいクラスで 3 週間が経ち、新たな友だちとの関係も少しずつできてきているところ

ですが、今回の遠足を通して、仲間との関係もまた一段深まったと思います。  
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1 年生（野町公園）       2 年生（石垣池公園）   3 年生（旭が丘中央公園）  

 
   4 年生（桜の森公園）   5 年生（霞ヶ浦緑地公園）    6 年生（本城山公園）  

 

5 月 9 日 5 年生が田植え体験をさせていただきました  
連休明けの 9 日(木)、稲生地区農地・水・環境を守る会（ふるさとボランティア）の

皆様、夢協安全部会の皆様にお世話いただき、5 年生が田植え体験を行いました。  

 
農地・水・環境を守る会代表の生川さんに、苗の扱い方や植え方を教わった後、夢

協安全部の皆様に守られて道を渡り、きれいに代掻き（しろかき）された田んぼへ入り

ました。この時期にしては少し低めの気温だったのですが、子どもたちは跣（はだし）で

元気に入り、「ぬるぬるする。」と土の感触を楽しんでいました。農地・水・環境を守る

会の皆様に丁寧に教えていただいたので、浮き苗も少なく、上手に植えることができて

いました。  
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5 年生全クラスが体験をさせていただいた後、残り半分の田んぼは、田植え機で植

えていただきました。一度に 8列ずつ植えていく機械のスピードの速さに、子どもたちも

目を丸くして驚いていました。運転されていた方の、四角い田んぼにきれいに苗を植え

ていく技術も凄かったです。  

 
今年、植えさせていただいたお米は、三重県で生まれた「三重 23 号」という新しい

品種なのだそうです。三重県農業研究所が、平成 12年から開発を手がけ、12年の歳

月をかけて生まれた「新しいお米」で、「米粒が大きくしっかりして美しい炊き上がり」

「もちもち感がありながら、べたつきが少なく、かみしめるほどに味わいが広がる」とい

う特徴があるお米です。三重県が定めた栽培基準と、品質基準を満たすと「結びの

神」というブランド米に認定されるそうです。  

秋に、ぜひ「結びの神」として収穫できるよう、5 年生の子どもたちが、水の管理、施

肥、雑草取り、中干しといった稲刈りまでの作業にもしっかり関心をもって栽培活動に

関われると、たくさんの学びが得られるのではないかと思います。子どもたちの思い入

れのあるお米になるよう、これから学習が展開されることを楽しみにしています。  

田をお貸しくださった樋口様、稲生地区農地・水・環境を守る会（ふるさとボランティ

ア）の皆様、夢協安全部会の皆様、子どもたちの整列や見学のために駐車場や家の敷

地をお貸しくださった方々、引率をお手伝いいただいた学習支援ボランティアの皆様、

本当にありがとうございました。  
 

令和６年度 今後の主な行事（予定）  

5 月 7 日（火）、9 日(木)、１０日（金）、15 日(水)家庭訪問  〈予備日 13 日（月）〉  

5 月 15 日（水）尿検査  ※二次検査は 5 月 22 日（水）  

5 月 16 日（木）内科・結核・運動器健診（２、4、６年）  

5 月 21 日(火)社会見学（4 年）、夏野菜の植え付け（2 年）  

5 月 22 日(水)一年生を迎える会  

5 月 23 日（木）眼科健診（全学年）  ※予備日 6 月 13 日（木）  

5 月 24 日(金)みかん園見学（3 年）  ※予備日 5 月 31 日(金)  

5 月 29 日（水）引き渡し訓練  

5 月 30 日（木）内科・結核・運動器健診（１、３、５年）  

6 月 4 日(火)サツマイモ植え体験（1 年）  

6 月 7 日(金)避難訓練（火災）  

6 月 12 日（水）心電図検査（１、４年）  

6 月 14 日（金）交通安全教室（3 年）  
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6 月 15 日（土）稲生地区わくわく体験ニュースポーツ  

6 月 24 日（月）授業参観 AM 

7 月 17 日（水）１学期給食最終日  

7 月 18 日（木）1 学期あゆみ渡し  

7 月 19 日（金）１学期終業式  

8 月 17 日（土）夢協サマーフェスタ  

8 月 22 日（木）登校日（夏休み期間中の授業日）  ※午前中のみ、給食なし  

 

9 月 2 日（月）２学期始業式  

9 月 4 日（水）給食開始  

9 月 19 日（木）授業参観 PM 

9 月 21 日（土）稲生地区敬老会  

10 月 2 日（水）～3 日（木）5 年宿泊研修（スズカト）  

10 月 26 日（土）運動会  ※午前中で終了予定  〈予備日 27 日（日）〉  

10 月 28 日（月）代休  

11 月 3 日（日）ふるさとめぐりウォーキング  

11 月 10 日（日）稲生地区防災訓練  

11 月 14 日（木）修学旅行前健診（6 年）  

11 月 21 日（木）６年修学旅行  

11 月 22 日（金）６年修学旅行  

11 月 23 日（土）稲生地区収穫祭  

11 月 26 日（火）授業参観 AM 

11 月 28 日（木）就学時健診  

12 月 5 日（木）または 6 日（金）  4 年市音楽会  

12 月 19 日（木）２学期給食最終日  

12 月 20 日（金）2 学期あゆみ渡し  

12 月 23 日（月）２学期終業式  

 

1 月 8 日（水）３学期始業式  

1 月 10 日（金）給食開始  

1 月 29 日（水）授業参観 PM 

2 月 5 日（水）入学説明会（R７年度入学 1 年生）  

2 月 28 日（金）6 年生を送る会  

3 月 21 日（金）給食終了  

3 月 25 日（火）修了式・離任式  あゆみ渡し  

         ※  卒業式日時は未定  

 

今回お伝えしました学校・地域の行事予定は、今後、追加・変更になる場合があり

ます。その際は、随時お知らせいたしますので、学校からの最新の連絡をご確認くだ

さい。宜しくお願いいたします。  
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★夢協子ども食堂「稲乃屋」さん★ 
申し込みは、毎月初めの平日 9：00 から夢協さんの電話で受け付けていただけま

す。（大人 300 円、中学生以下無料）【夢協事務局さん携帯】090-1643-5900 

お弁当の数に限りがありますので、早めにお申し込みください。  

開催日  場所  献立予定（変更になることがあります。）  

5 月 19 日(日)  本照寺  春巻き、筍の煮物、豚汁  

6 月 16 日(日)  本照寺  鶏めし、コロッケ、酢の物、金時豆、かき玉汁  

7 月 21 日(日)  野町団地  ちらし寿司、唐揚げ、サラダ、お吸い物、牛乳寒天  

8 月 17 日(土)  小学校  休み（サマーフェスタ）  

9 月 15 日(日)  本照寺  カレーライス、シーザーサラダ、果物  

10 月 20 日(日)  鈴鹿ハイツ  稲生新米おにぎり（塩、わかめ）、唐揚げ  

11 月 23 日(土)  小学校  収穫祭  

12 月 15 日(日)  本照寺  鶏の照り焼き、豚汁、フライドポテト、ケーキ  

1 月 19 日(日)  本照寺  餅つき大会（肉餅、あずき、きな粉）  

2 月 16 日(日)  本照寺  肉団子甘酢餡、パスタ、豚汁、人参の土佐煮、里芋の煮物  

3 月 16 日(日)  本照寺  ちらし寿司、かき揚げ、お吸い物、三色団子  
 

 

学校からのお知らせ・お願い  

 

◇学校の駐車場について◇  

稲生小学校は駐車スペースが大変不足しており、農協さんの南にある土地を、地

域の方のご厚意でお貸しいただき、一部職員が使用させていただいております。また、

学校東側の路地が細いため、朝や下校時刻等にお子様の送迎の車が重なると、車

の行き来が滞り、近隣の方からしばしば苦情をいただいております。さらに、車から降

りたお子様が、他の車と接触しないか心配な場面も見られます。  

このような事情から、特別な理由がある場合を除いて、お子様の車での送迎はご

遠慮いただいております。ところが、近頃、職員駐車場内でお子様を下ろしたり、駐車

して用事に出ていかれたりする方が時々いらっしゃいます。特に、車いすマークのある

「思いやりスペース」は、バギーや医療機器を使用している本校児童の送迎でも使用

しているため、そこに駐車される方がいて大変困っている次第です。  

お子様の車での送迎は、特別な理由がある場合を除いてご遠慮いただきますよう、

改めてお願い申し上げます。何卒、ご理解ご協力をお願いいたします。  

 

◇水難事故の防止について◇  

県内で水難事故が相次いでいることを踏まえ、鈴鹿市教育委員会から、保護者の

皆様に以下のとおり周知するよう通知がありましたので、お知らせします。  

（１）河川や湖沼等、遊泳禁止場所での遊泳や水遊びは絶対に行わないこと。  

（２）水深が浅い用水路等であっても、危険であること。  
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（３）家族でキャンプや海水浴等に出かけ、遊泳等を行う場合であっても、ライフジャ

ケットを着用したり、保護者の目が行き届く範囲内としたりすること。    

なお、校区内の河川や池での遊泳や、子どもだけでの釣り等の水辺の遊びは、禁

止となっています。改めて、ご家庭でお子様にお伝えいただくよう、お願いいたします。  

 

◇熱中症の予防について◇  

  これからの季節は、気温や湿度がどんどん上がることが予想されます。  学校では、

こまめに水分を取るように指導し、熱中症の危険がある場合は、体育の授業や屋外

での活動を見合わせる等、注意してまいります。  

ご家庭におかれましても、「水筒を忘れずに持っていかせる」「登下校など外出時

は、帽子を着用させる」「早寝早起き、朝ごはんの習慣をつけさせる」等、予防策・体

調管理にご協力をお願いいたします。  

  

 

 

 

 

 


